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長野県高齢者虐待対応現任者標準研修

虐待対応における
帳票活用の意義
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帳票の目的

• 適切な虐待対応を導く「一つのツール」として

活用することで虐待対応の標準化、明確化、
共有化、効率化を目指す。

• 帳票を活用することで、虐待対応における体
制整備の間接的な支援を目指す。
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◆標準化
組織として虐待対応の枠組みを作り、システム
を標準化することで、虐待対応の各段階で実施
すべき事項を確認できるものとする。誰でも同じ
状況で同じ対応ができるようにする。

◆明確化
虐待対応の各段階で、様々な判断、決定が求
められる。集まった情報をいつ、どのような場面
で、何を根拠に判断をしたのかについて明らか
にする。
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◆共有化
虐待対応は、市町村と法の定める虐待対応
協力者、権利擁護関係機関との連携が求めら
れる。

チームアプローチを実践するにあたり、双方
が情報の共有と集積を図っていくことが重要。

◆効率化
帳票活用を進めることで虐待対応に限らず、
高齢者や障害者への権利擁護支援や関連する
業務の効率化にも寄与すること。
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帳票活用の注意点

• 帳票は情報整理・共有のためのツールである
。

–空白を埋めることが目的ではないので、空欄があ
っても良い。

• 個人作業にしない。
–虐待対応はチーム対応が基本であるため、判断
の必要な項目の記入はチームでの協議が原則。

• 明確な情報と明確でない情報を区別し、客観
的情報に基づき整理する。
– 「不明」や「疑い」をあやふやにせず、「不明」

「疑い」と記入し、その後の対応を検討。



受付票 ① 相談・通報・届出受付票

共有協議票 ② 虐待情報共有・協議票

事実確認票 ③ 事実確認票－チェックシート

アセスメント票 ④ アセスメント要約票

コアメンバー会議録・
計画書

⑤ 虐待対応会議記録・計画書
－コアメンバー会議用－

対応会議録・計画書 ⑥ 虐待対応会議記録・計画書

評価票 ⑦ 虐待対応評価会議記録票
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養護者による虐待対応帳票



対応の全体フロー図（上）

相談受理

事実確認
アセスメント

コアメンバー
会議

評価（初回）
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対応の全体フロー図（下）

対応段階

虐待対応の
終結

情報収集・
要因の整理

虐待計画
(案)の作成

虐待対応ケ
ース会議

評価会議
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①
相
談
・通
報
・届
出
受
付
票
（総
合
相
談
）例

本人の身体・生
命の安全確認
は、最優先

情報源を明確化

相談の中でまぎれてしま
いやすい虐待のサインを
列挙してある。

相談内容の中に虐待の
可能性を感じたら、チェッ
ク、記入する。

総合相談としてどう対応す
るかを、組織内で協議する
（個人の見落としを防ぐ）
組織として判断する。

相談者の情報

本人の状況
本人の意向

家族状況
(ジェノグラム)

養護者の状況

主訴・相談の概要

今後の対応
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協議

虐待の可能性判断は
組織内で行う

虐待の可能性（通報段階）

情報収集項目

事実確認の方法と
役割分担

②
虐
待
情
報
共
有
・協
議
票
例
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③
事
実
確
認
票-

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト-

（表
面
）例

発言・状態・行動・態度

本人

養護者

第三者

虐待の全体状況

虐待の発生状況

重要
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確
認
日

確
認
項
目
・具
体
的
内
容

確
認
方
法
・確
認
者

太字

太字

太字

事実確認票（裏面）は
リスクアセスメントシート

を兼ねている。太字下線
部の部分にあてはまる事
実がある場合はコアメン
バー会議で緊急保護の
検討を行う必要あり。

③

事
実
確
認
票-

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト-

（裏
面
）例
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本人の希望

健康状態

危機への対処

成年後見制度の利用・各種制度利用

経済情報

エコマップ 生活状況

対
応
発
生
リ
ス
ク

④

ア
セ
ス
メ
ン
ト
要
約
票
（表
面
）例
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養護者の希望

健康状態等

介護負担

就労状況・経済状況

近隣との関係

家族関係

近隣・地域住民、地域の社会資源、
関係者・関係機関の関わり等

虐
待
発
生
リ
ス
ク

全体のまとめ

虐待対応会議記録・計画
書の「総合的な対応方針」
につながる。

④

ア
セ
ス
メ
ン
ト
要
約
票
（裏
面
）例
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会議目的

虐待事実の判断

緊急性の判断

緊急性の判断根拠

総合的な支援の方針

出席者

本人の意見・希望

養護者の意見・希望

対応の内容

虐待事実の判断根拠

決裁欄

⑤虐待対応会議記録・計画書（１）
～コアメンバー会議用～ 例
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課　長 係　長 担当者

　※記入欄が足りない場合は、様式を追加して記入

社団法人日本社会福祉士会 作成　VerⅡ（出典：東京都老人総合研究所「支援計画書(第3版)」、新潟県三条市作成様式を参考に作成）

第２表
高齢者虐待対応会議記録・計画書（２）～コアメンバー会議用

決　裁　欄（例）

関係機関・担当者等
対象

高
齢
者

優先
順位

課題

養
護
者

目標
対応方法（具体的な役割分担）

何を・どのように 実施日時・期間／評価日

計画評価予定日　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

関
係
者

そ
の
他
の
家
族

対応が困難な課題／今後検討しなければならない事項など（「アセスメント要約票」の全体のまとめから記載）

優
先
順
位

課
題

目
標

何
を
・ど
の
よ
う
に

誰
が

い
つ
・い
つ
ま
で
に

計画評価予定日

対応が困難な課題

決裁欄

⑤虐待対応会議記録・計画書（２）
～コアメンバー会議用～ 例
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決裁欄

出席者会議目的

本人の意見・希望

養護者の意見・希望

総合的な支援の方針

エコマップ

⑥虐待対応ケース会議記録・計画書（1）例
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決裁欄

優
先
順
位

課
題

目
標

何
を
・ど
の
よ
う
に

誰
が

計画評価予定日

対応が困難な課題

い
つ
・い
つ
ま
で
に

⑥虐待対応ケース会議記録・計画書（2）例
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⑦虐待対応評価会議記録票 例

会議の目的

回数

課
題
番
号

目標 実施状況 確認した事実・
日付 目標達成状況

目標・対応方法
の変更

虐待発生のリスク状況

新たな支援
計画の必要性

評価結果のまとめ 今後の対応

19

本人・養護者の状況
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施設従事者等による虐待対応帳票
①通報・届出受付票

②情報共有・協議票

③ 事実確認準備票

④面接調査票（本人、その他の高齢者・障害者用、管理者用、主任リーダー用、
一般職員用、虐待を行った疑いのある職員用）

⑤各種書類等確認票

⑥施設・事業所の状況把握・点検票

⑦ 事実確認調査結果報告書

⑧アセスメント要約票

⑨施設従事者等による高齢者・障害者虐待対応会議記録・計画書(1)(2)～
コアメンバー会議用（判断会議用）

⑩施設従事者等による高齢者・障害者虐待対応会議記録・計画書(1)(2)

⑪施設従事者等による高齢者・障害者虐待対応評価会議記録票



施設従事者等による虐待対応の帳票活用フロー図
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段階別 帳票類活用イメージ図 

○事実確認調査の実施根拠、調査日時、参加メンバーや役割

分担、都道府県等との連携を含めた、事実確認の実施体制

の検討 

 

 

事実確認調査が不十分で、虐待の有
無・緊急性の有無が「判断できない」
場合 ＝ 事実確認調査の継続 

○虐待の有無、緊急性の有無の判断 

○対応方針の決定 

○対象別の虐待対応計画の作成 
 ・高齢者の安全確保 

 ・虐待を行った職員への対応  

 ・施設・事業所に対する改善指導、改善計画提出要請の必要性 

○改善指導項目の検討    等 

養介護施設従事者等による 

高齢者虐待対応ケース会議記録・計

画書(1)(2)～判断会議用 

○庁内関係部署及び関係機関から、通報等の内容に関する既

存情報の収集・把握 
 

面接調査票 

（高齢者本人） 

面接調査票 

（一般職員用） 

面接調査票 

 

面接調査票 

（管理者用） 

各種書類等 

確認票 

養介護施設・事業所 
の状況把握・点検票 

面接調査票 

（虐待を行った疑

いのある職員用） 

事実確認調査

結果報告書 

（１）通報・届出受
付 

（２）事実確認を行

うための協議 

（関連情報の照会） 

（事実確認を行う

ための準備） 

（３）事実確認調査 

（４）虐待対応ケー

ス会議（判断会

議） 

（判断会議で作成し

た虐待対応計画の

評価会議） 

評価会議 

記録票 

○通報等の内容の整理・集約 

○高齢者虐待対応担当部署内での情報共有と対応方針の決定 

○高齢者の安全確認及び通報等内容の確認、施設・事業所運

営状況等の確認 

・高齢者の安全確認 

・施設・事業所職員等への聞き取り 

・各種書類等の確認 

・施設・事業所の状況把握・点検の実施 

・事実確認調査結果の集約 

面接調査票 

（他の高齢者） 

ｱｾｽﾒﾝﾄ要約票 

（５）虐待対応ケー

ス会議 

（６）評価会議 

終結 

○評価結果に基づく対象別の虐待対応計画の作成 

・評価された課題への対応策の検討 

・モニタリング計画の作成  等 

（モニタリングの実施） 

○虐待対応計画で設定した課題に対する取組状況について、期

限を区切った評価の実施 

 ・モニタリング結果の確認、検討  ・虐待対応終結の判断 等 

「虐待対応の終結」
と判断した場合 
＝通常の実地指
導・定期監査に移行 

「新たな改善計画書・対応計
画の作成」と判断した場合 
＝アセスメント、虐待対応計
画の見直し 

○虐待対応計画で設定した課題に対する取組状況について、期

限を区切った評価の実施 
 ・高齢者の安全確保がなされたか 
 ・虐待を行った職員への対応がなされたか 

 ・施設から提出された改善計画書内容の確認・検討   等 

「現在の虐待対応計画に
基づき、対応を継続」と判
断した場合 
＝モニタリングの継続 

養介護施設従事者等による 

高齢者虐待対応ケース会議記録・計

画書(1)(2) 

評価会議 

記録票 

【対応段階】 【使用する帳票の種類】 

施設・事業所への指導項目の通知 
改善計画の提出要請 

ｱｾｽﾒﾝﾄ要約票 

施設虐待の場合は
関連部署との調整が
必要となる。

組織的な把握となる
ため帳票類が多くな
る、時間もかかる

計画書の内容が改
善計画書とつながる
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各段階で活用する帳票の解説とポイント
（１）通報・届出受付 ①通報・届出受付票

養護者と帳票の差
違はないが、通報者
は職員、元職員、家
族等幅が広がるの
で留意する

虐待が組織ぐ
るみかの確認
が入る

苦情や事故報告
等から受け付ける
場合もある
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施設の監査情
報等からどの
ような施設か
確認していくこ
とも大切

必要に応じて、都
道府県、国保連合
等への確認する

（２）事実確認を行うための協議

②情報共有・協議票



③ 事実確認準備票

監査で入るの
か、実地指導
で入るか、任
意の調査協力
で行くのか

都道府県との
連携

入院や入所も
状況により検
討しておく

誰がどの部分
を担うのか、誰
から面接する
のかを事前に
調整しておく

事実確認を実
施するうえでの
リスクについて
想定もしておく
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（３）事実確認
④面接調査票
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ア．本人用
・通報等で
聞いた内容・
該当する項目
に○をつける。

高齢者本人と面接
をする際に使用す
る。

面接記録は対象者
ごとに聞き取る内
容があるので帳票
の内容が違う

通所・施設入
所等を想定し
た項目となって
いる部分もある

26



※高齢者本人用の面接調査票の質問項目
は、施設入所者への聞き取りを基本にとして
作成しているため、在宅サービス利用者には
該当しない質問項目もある。

イ．その他の高齢者用

※その他の高齢者用の面接調査票の質
問項目は、施設入所者への聞き取りを基
本にとして作成しているため、在宅サービ
ス利用者には該当しない質問項目もある。

複数の職員で
面接に当たる
ため、誰もが
同じ項目を確
認していくこと
が大切

通所・施設入
所等を想定し
た項目となって
いる部分もあ
る

虐待を受けた
その他の利用
者も同じ状況に
なっていないか
も確認するため
実施する
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ウ．管理者用
※管理者用の面接調査票は、主任・リーダー用の面接調査票以上に、施設・事業所で
起こっている事実の把握状況や運営の困難さ、職場環境等について深く質問する項目を
設けており、虐待が発生した背景要因をより多角的に把握する構成となっている。

管理者には虐待者が
わかっていれば、氏名
を伝え確認する

組織的に虐
待を生む要
因があるか
確認していく

28



エ．主任・リーダー用
※主任・リーダー用の面接調査票は、管理者用の面接調査票に準じた質問項目を設け
ているが、ケアが提供される場面を重点的に確認する構成となっている。

現場において、

職員全体を把握して
いる立場の職員にも
確認する

組織としての虐待
の認識や、対応・
取り組みについ
て確認していく

29



オ．一般職員用
※一般職員用の面接調査票は、通報等の内容や高齢者へケアの困難さ、職場環境等
全般について確認する構成となっている。

虐待者と同じフロアや
勤務時間にいた職員
にも必ず尋ねる。

同じような行為を組織
的にしていないか、虐
待への認識はどうか
等を確認していく
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カ．虐待を行った疑いのある職員用
※虐待を行った疑いのある職員用の面接調査票は、一般職員用の面接調査票以上に、
通報等の内容や高齢者ケアの困難さ、 職場環境等について深く質問する項目を設けて
おり、虐待を行った背景要因をより多角的に把握する構成となっている。

虐待者だけを取り上げた面接と
はならない。
職員全体に実施する中で行う。
虐待への認識がない場合もある。

介護や支援負担等から確認して
いく。

犯人探しではなく、要因を探って
いく面接とする。

特に、負担の多い介護や支援を
個人に任せきりになっていないか
等確認する。
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⑤各種書類等の確認（各種書類等確認票）

組織的に虐待を生
むような状況が発
生していないか書
面等からも確認す
る。

勤務体制、介護・支
援計画書の作成と
共有化、事故報告、
ヒヤリハット報告の
現状等

32



⑥養介護施設・事業所の状況把握・点検
（養介護施設・事業所の状況把握・点検票）

利用者の生活状況
や職員のケアや支
援が適切に行われ
ているか、環境面
からも確認する

33



⑦事実確認調査結果報告書 （１～２／４枚）

訪問面接終了時に職
員全員で面接した内容
や施設の環境を確認し
た結果を判断会議で総
合的に判断するために
活用する。
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緊急性があれば、
その場で、分離
保護も必要その
ためにも事前調
整が大切必要があれば、

調査当日、指示してく
ることもある。

⑦事実確認調査結果報告書 （３～４／４枚）

35



⑧アセスメント要約票

リスクのチェックが支援計画 ⇒ 改善指導 ⇒ 改善計画につながる
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（４）虐待の有無・緊急性の有無の判断会議
⑨養介護施設従事者等による高齢者虐待対応ケース会議記録
・計画書（１）（２）～判断会議用

養護者虐待と内容的に異なる

虐待者との分離、組織的な改
善指導等が必要

37

虐待の内容と判
断根拠をもとに、
虐待の有無の判
断を記入する。

緊急性の内容と判断
根拠をもとに、緊急
性の有無の判断を記
入する。



虐待者を抱える組織の課題も重要、

管理者を含め組織全体が虐待を行ってしまっている場
合もある。再発や組織全体の虐待につなげないために
も組織の課題整理は重要

⑨養介護施設従事者等による高齢者虐待対応ケース会議記録
・計画書（２） ～判断会議用～

38

虐待の解消と施
設・事業所の改
善のために達成
できていないこと
が「課題」として
記載される。

・具体的には「高
齢者の安全な生
活を確保するう
えで不安となっ
ている要因」、
「当該施設・事業
所で虐待が発生
する要因」を記
入する。

・虐待の解消と施設・

事業所の改善のために
必要な対象別の課題を
解消することが「目標」と
して記載される。

・具体的には、「高齢者
の安全な生活を確保す
るうえで不安とっている
要因」の除去、「当該施
設・事業所で虐待が発
生する要因」の解消を設
定する。

・作成した計画に沿った
対応の実施状況を評価
するため、予定日を設
定する。



（５）虐待対応ケース会議
⑩養介護施設従事者等による高齢者虐待対応ケース会議記録
・計画書（１）

虐待対応計画に基づいた
対応を行った結果、

高齢者本人、家族・後見
人、施設・事業所

から意見や要望が寄せら
れた場合、その内容を
記入する。
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⑩養介護施設従事者等による高齢者虐待対応ケース会議記録
・計画書（２）

40

虐待対応ケース会議で

作成する虐待対応計画
の「課題」は、虐待対応
計画の評価にもとづいて
達成できていないことを
記載する。



（６）評価会議
⑪養介護施設従事者等による高齢者虐待対応評価会議記録票
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「１．虐待対応の終結」と判断した場合、
通常の実地指導・定期監査に移行する。

・「２．現在の虐待対応計画に基づき、対
応を継続」と判断した場合、モニタリング
を継続する。また、そのための評価予定
日も設定する。・「３．アセスメント、虐待
対応計画の見直し」と判断した場合、アセ
スメント、虐待対応計画の見直しを行う。

目標達成に向けた市町村
職員、または施設・事業所
が取組を行った結果、目標
と対応方法の評価を行う。


